
207

議
案
第
４
９
号

　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
44
年
鳥
取
県
条
例
第
35
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
債
務
の
免
除
か
ら
適
用
す
る
。

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下

「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
返

還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
備
考
　
略

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下

「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
返

還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
備
考
　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除

の
範

囲

　
略

保
育

士
等

修
学

資
金

　
県
内
に
お
け

る
保
育
士
及
び

幼
稚
園
教
諭
の

確
保
及
び
質
の

向
上
に
資
す
る

た
め
、
県
内
に

住
所
を
有
す
る

者
の
子
等
の
う

ち
鳥
取
短
期
大

学
に
お
い
て
保

育
士
又
は
幼
稚

園
教
諭
の
資
格

に
必
要
な
教
育

を
受
け
る
者
で
、

経
済
的
理
由
に

よ
り
修
学
が
困

難
な
も
の
に
対

し
て
貸
し
付
け

る
資
金

　
略

　
略

臨
床

研
修

医
研

修
資

金
貸

付
金

　
県
内
に
お
け

る
特
定
診
療
科

の
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、

県
内
で
臨
床
研

修
を
受
け
る
医

師
で
、
当
該
臨

床
研
修
修
了
後

指
定
病
院
等
の

特
定
診
療
科
に

お
い
て
医
師
の

業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

１
　
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
起

算
し
て
６
年
（
災
害
、
疾
病
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
知

事
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
知

事
が
そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）
を

経
過
す
る
ま
で
に
通
算
し
て
３
年

（
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
知
事
が
必
要
と

認
め
た
と
き
は
、
知
事
が
そ
の
都

度
定
め
る
期
間
）
以
上
指
定
病
院

等
の
特
定
診
療
科
に
お
い
て
常
勤

医
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

債
務

の
全

部

　
略

　
略

　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除

の
範

囲

　
略

保
育

士
等

修
学

資
金

　
県
内
に
お
け

る
保
育
士
及
び

幼
稚
園
教
諭
の

確
保
及
び
質
の

向
上
に
資
す
る

た
め
、
県
内
の

高
等
学
校
を
卒

業
し
、
鳥
取
短

期
大
学
に
お
い

て
保
育
士
又
は

幼
稚
園
教
諭
の

資
格
に
必
要
な

教
育
を
受
け
る

者
で
、
経
済
的

理
由
に
よ
り
修

学
が
困
難
な
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

　
略

　
略

臨
床

研
修

医
研

修
資

金
貸

付
金

　
県
内
に
お
け

る
特
定
診
療
科

の
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、

県
内
で
臨
床
研

修
を
受
け
る
医

師
で
、
当
該
臨

床
研
修
修
了
後

指
定
病
院
等
の

特
定
診
療
科
に

お
い
て
医
師
の

業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

１
　
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
災
害
、

疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
知
事
が
必
要
と
認
め
た
と

き
は
、
知
事
が
そ
の
都
度
定
め
る

日
）
ま
で
に
指
定
病
院
等
の
特
定

診
療
科
に
お
い
て
常
勤
医
師
と
し

て
の
業
務
を
開
始
し
、
引
き
続
き

３
年
間
（
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
知
事
が

必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
が

そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）
そ
の
業

務
に
従
事
し
た
と
き
。

債
務

の
全

部

　
略

　
略

　
略

区
分

金
額

健
康
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
64
4円

障
が
い
の
程
度
に
関
す
る

診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
64
4円

す
る
診
断

１
件
に
つ
き
　
43
,2
00
円

人
間
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

脳
ド
ッ
ク

死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
10
,0
44
円

変
死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
18
,1
44
円

　
略

区
分

金
額

健
康
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
51
5円

恩
給
年
金
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
51
5円

人
間
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
42
,0
00
円

脳
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

　
略

死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
9,
76
5円

変
死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
17
,6
40
円

　
略

区
分

金
額

配
偶
者
間
人
工
干

受
精
（
精
子
洗
浄

濃
縮
法
）

遠
心
分
離
法
１
件
に
つ
き
　
4,
86
0円

密
度
勾
配
法
１
件
に
つ
き
　
9,
80
6円

体
外
受
精

採
卵
・
採
精
１
件
に
つ
き
　
50
,7
60
円

顕
微
授
精

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

初
期
胚
培
養
１
件
に
つ
き
　
42
,1
20
円

胚
盤
胞
培
養
１
件
に
つ
き
　
55
,0
80
円

新
鮮
胚
移
植
１
件
に
つ
き
　
34
,5
60
円

受
精
卵
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
43
,2
00
円

凍
結
受
精
卵
融
解
・
移
植

１
件
に
つ
き
　
64
,8
00
円

精
子
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

区
分

金
額

配
偶
者
間
人
工
干

受
精
（
精
子
洗
浄

濃
縮
法
）

遠
心
分
離
法
１
件
に
つ
き
　
4,
72
5円

密
度
勾
配
法
１
件
に
つ
き
　
9,
53
4円

体
外
受
精

採
卵
・
採
精
１
件
に
つ
き
　
49
,3
50
円

顕
微
授
精

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

初
期
胚
培
養
１
件
に
つ
き
　
40
,9
50
円

胚
盤
胞
培
養
１
件
に
つ
き
　
53
,5
50
円

新
鮮
胚
移
植
１
件
に
つ
き
　
33
,6
00
円

受
精
卵
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
42
,0
00
円

凍
結
受
精
卵
融
解
・
移
植

１
件
に
つ
き
　
63
,0
00
円

精
子
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

区
分

金
額

　
略

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

薬
価
が
規
定
さ
れ
て
い
る

薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
薬
剤
料
及
び
注
射
実
施
料
の
合
計
額

に
10
0分
の
10
8を
乗
じ
て
得
た
額
に
１

の
表
の
健
康
診
断
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
額

そ
の
他
の
場
合

使
用
す
る
薬
剤
の
購
入
価
格
（
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
及
び
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
注
射

実
施
料
の
合
計
額
に
10
0分
の
10
8を
乗

じ
て
得
た
額
に
１
の
表
の
健
康
診
断
の

項
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額

区
分

金
額

　
略

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

薬
価
が
規
定
さ
れ
て
い
る

薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
薬
剤
料
及
び
注
射
実
施
料
の
合
計
額

に
10
0分
の
10
5を
乗
じ
て
得
た
額
に
１

の
表
の
健
康
診
断
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
額

そ
の
他
の
場
合

使
用
す
る
薬
剤
の
購
入
価
格
（
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
及
び
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
注
射

実
施
料
の
合
計
額
に
10
0分
の
10
5を
乗

じ
て
得
た
額
に
１
の
表
の
健
康
診
断
の

項
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額

区
分

金
額
（
１
床
１
日
に
つ
き
）

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る

も
の

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の

資
産
の
譲
渡
等
に

係
る
も
の

鳥
取
県
立
中

央
病
院

個
室

甲
8,
00
0円

8,
64
0円

乙
4,
00
0円

4,
32
0円

鳥
取
県
立
厚
生
病

院

個
室

4,
00
0円

4,
32
0円

区
分

金
額
（
１
床
１
日
に
つ
き
）

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る

も
の

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の

資
産
の
譲
渡
等
に

係
る
も
の

鳥
取
県
立
中

央
病
院

個
室

甲
8,
00
0円

8,
40
0円

乙
4,
00
0円

4,
20
0円

鳥
取
県
立
厚
生
病

院

個
室

4,
00
0円

4,
20
0円

区
分

金
額

健
康
保
険
法
第
63
条
第
２

項
第
４
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
64
条
第
２
項
第
４

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

（
以
下
「
選
定
療
養
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所

か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介

が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
立

中
央
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

2,
70
0円

鳥
取
県
立

厚
生
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

1,
62
0円

区
分

金
額

健
康
保
険
法
第
63
条
第
２

項
第
４
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
64
条
第
２
項
第
４

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

（
以
下
「
選
定
療
養
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所

か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介

が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
立

中
央
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

2,
62
5円

鳥
取
県
立

厚
生
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

1,
57
5円

区
分

金
額

選
定
療
養
の
う
ち
企
業
管

理
規
程
で
定
め
る
長
期
の

入
院
に
係
る
も
の

長
期
の
入
院
に
関
し
、
健
康
保
険
法
第

86
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
及
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
76
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る

点
数
に
10
円
80
銭
を
乗
じ
て
得
た
額
に

相
当
す
る
額

区
分

金
額

選
定
療
養
の
う
ち
企
業
管

理
規
程
で
定
め
る
長
期
の

入
院
に
係
る
も
の

長
期
の
入
院
に
関
し
、
健
康
保
険
法
第

86
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
及
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
76
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る

点
数
に
10
円
50
銭
を
乗
じ
て
得
た
額
に

相
当
す
る
額

区
分

金
額

他
の
医
療
機
関
の
患
者
に

対
す
る
助
言

相
談
時
間
１
時
間
に
つ
き
　
10
,8
00
円

区
分

金
額

他
の
医
療
機
関
の
患
者
に

対
す
る
助
言

相
談
時
間
１
時
間
に
つ
き
　
10
,5
00
円

区
分

金
額

生
命
保
険
等
に
係
る
個
別

面
談

１
件
に
つ
き
　
5,
72
4円

死
後
処
置

１
件
に
つ
き
　
4,
32
0円

区
分

金
額

生
命
保
険
等
に
係
る
個
別

面
談

１
件
に
つ
き
　
5,
56
5円

死
後
処
置

１
件
に
つ
き
　
4,
20
0円

区
分

金
額

普
通
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

健
康
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

年
金
障
が
い
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

身
体
障
害
者
手
帳
診
断
書

・
意
見
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

精
神
障
害
者
手
帳
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
後
遺
障
害
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

死
亡
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
26
8円

死
体
検
案
書

１
通
に
つ
き
　
4,
21
2円

変
死
体
検
案
書

１
通
に
つ
き
　
4,
21
2円

生
命
保
険
金
受
領
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
72
4円

通
院
入
院
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

療
養
費
支
払
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
1,
08
0円

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
医
療
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
4,
32
0円

診
療
明
細
書
（
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
医
療
養
担

当
規
則
（
昭
和
32
年
厚
生

省
令
第
15
号
）
第
５
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
領

収
証
の
交
付
に
併
せ
て
同

条
第
２
項
の
当
該
費
用
の

計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
項

目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細

書
と
し
て
交
付
す
る
も
の

を
除
く
。
）

１
通
に
つ
き
　
43
2円

通
院
入
院
証
明
書
、
療
養

費
支
払
証
明
書
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
医
療

証
明
書
及
び
診
療
明
細
書

以
外
の
証
明
書
（
医
師
の

記
載
が
必
要
な
も
の
に
限

る
。
）

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

通
院
入
院
証
明
書
、
療
養

費
支
払
証
明
書
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
医
療

証
明
書
及
び
診
療
明
細
書

以
外
の
証
明
書
（
医
師
の

記
載
が
必
要
な
も
の
を
除

く
。
）

１
通
に
つ
き
　
1,
08
0円

　
略
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議
案
第
４
９
号

　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
44
年
鳥
取
県
条
例
第
35
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
債
務
の
免
除
か
ら
適
用
す
る
。

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下

「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
返

還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
備
考
　
略

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下

「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
返

還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
備
考
　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除

の
範

囲

　
略

保
育

士
等

修
学

資
金

　
県
内
に
お
け

る
保
育
士
及
び

幼
稚
園
教
諭
の

確
保
及
び
質
の

向
上
に
資
す
る

た
め
、
県
内
に

住
所
を
有
す
る

者
の
子
等
の
う

ち
鳥
取
短
期
大

学
に
お
い
て
保

育
士
又
は
幼
稚

園
教
諭
の
資
格

に
必
要
な
教
育

を
受
け
る
者
で
、

経
済
的
理
由
に

よ
り
修
学
が
困

難
な
も
の
に
対

し
て
貸
し
付
け

る
資
金

　
略

　
略

臨
床

研
修

医
研

修
資

金
貸

付
金

　
県
内
に
お
け

る
特
定
診
療
科

の
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、

県
内
で
臨
床
研

修
を
受
け
る
医

師
で
、
当
該
臨

床
研
修
修
了
後

指
定
病
院
等
の

特
定
診
療
科
に

お
い
て
医
師
の

業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

１
　
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
起

算
し
て
６
年
（
災
害
、
疾
病
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
知

事
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
知

事
が
そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）
を

経
過
す
る
ま
で
に
通
算
し
て
３
年

（
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
知
事
が
必
要
と

認
め
た
と
き
は
、
知
事
が
そ
の
都

度
定
め
る
期
間
）
以
上
指
定
病
院

等
の
特
定
診
療
科
に
お
い
て
常
勤

医
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

債
務

の
全

部

　
略

　
略

　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除

の
範

囲

　
略

保
育

士
等

修
学

資
金

　
県
内
に
お
け

る
保
育
士
及
び

幼
稚
園
教
諭
の

確
保
及
び
質
の

向
上
に
資
す
る

た
め
、
県
内
の

高
等
学
校
を
卒

業
し
、
鳥
取
短

期
大
学
に
お
い

て
保
育
士
又
は

幼
稚
園
教
諭
の

資
格
に
必
要
な

教
育
を
受
け
る

者
で
、
経
済
的

理
由
に
よ
り
修

学
が
困
難
な
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

　
略

　
略

臨
床

研
修

医
研

修
資

金
貸

付
金

　
県
内
に
お
け

る
特
定
診
療
科

の
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、

県
内
で
臨
床
研

修
を
受
け
る
医

師
で
、
当
該
臨

床
研
修
修
了
後

指
定
病
院
等
の

特
定
診
療
科
に

お
い
て
医
師
の

業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

１
　
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
災
害
、

疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
知
事
が
必
要
と
認
め
た
と

き
は
、
知
事
が
そ
の
都
度
定
め
る

日
）
ま
で
に
指
定
病
院
等
の
特
定

診
療
科
に
お
い
て
常
勤
医
師
と
し

て
の
業
務
を
開
始
し
、
引
き
続
き

３
年
間
（
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
知
事
が

必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
が

そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）
そ
の
業

務
に
従
事
し
た
と
き
。

債
務

の
全

部

　
略

　
略

　
略

区
分

金
額

健
康
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
64
4円

障
が
い
の
程
度
に
関
す
る

診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
64
4円

す
る
診
断

１
件
に
つ
き
　
43
,2
00
円

人
間
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

脳
ド
ッ
ク

死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
10
,0
44
円

変
死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
18
,1
44
円

　
略

区
分

金
額

健
康
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
51
5円

恩
給
年
金
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
51
5円

人
間
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
42
,0
00
円

脳
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

　
略

死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
9,
76
5円

変
死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
17
,6
40
円

　
略

区
分

金
額

配
偶
者
間
人
工
干

受
精
（
精
子
洗
浄

濃
縮
法
）

遠
心
分
離
法
１
件
に
つ
き
　
4,
86
0円

密
度
勾
配
法
１
件
に
つ
き
　
9,
80
6円

体
外
受
精

採
卵
・
採
精
１
件
に
つ
き
　
50
,7
60
円

顕
微
授
精

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

初
期
胚
培
養
１
件
に
つ
き
　
42
,1
20
円

胚
盤
胞
培
養
１
件
に
つ
き
　
55
,0
80
円

新
鮮
胚
移
植
１
件
に
つ
き
　
34
,5
60
円

受
精
卵
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
43
,2
00
円

凍
結
受
精
卵
融
解
・
移
植

１
件
に
つ
き
　
64
,8
00
円

精
子
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

区
分

金
額

配
偶
者
間
人
工
干

受
精
（
精
子
洗
浄

濃
縮
法
）

遠
心
分
離
法
１
件
に
つ
き
　
4,
72
5円

密
度
勾
配
法
１
件
に
つ
き
　
9,
53
4円

体
外
受
精

採
卵
・
採
精
１
件
に
つ
き
　
49
,3
50
円

顕
微
授
精

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

初
期
胚
培
養
１
件
に
つ
き
　
40
,9
50
円

胚
盤
胞
培
養
１
件
に
つ
き
　
53
,5
50
円

新
鮮
胚
移
植
１
件
に
つ
き
　
33
,6
00
円

受
精
卵
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
42
,0
00
円

凍
結
受
精
卵
融
解
・
移
植

１
件
に
つ
き
　
63
,0
00
円

精
子
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

区
分

金
額

　
略

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

薬
価
が
規
定
さ
れ
て
い
る

薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
薬
剤
料
及
び
注
射
実
施
料
の
合
計
額

に
10
0分
の
10
8を
乗
じ
て
得
た
額
に
１

の
表
の
健
康
診
断
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
額

そ
の
他
の
場
合

使
用
す
る
薬
剤
の
購
入
価
格
（
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
及
び
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
注
射

実
施
料
の
合
計
額
に
10
0分
の
10
8を
乗

じ
て
得
た
額
に
１
の
表
の
健
康
診
断
の

項
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額

区
分

金
額

　
略

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

薬
価
が
規
定
さ
れ
て
い
る

薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
薬
剤
料
及
び
注
射
実
施
料
の
合
計
額

に
10
0分
の
10
5を
乗
じ
て
得
た
額
に
１

の
表
の
健
康
診
断
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
額

そ
の
他
の
場
合

使
用
す
る
薬
剤
の
購
入
価
格
（
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
及
び
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
注
射

実
施
料
の
合
計
額
に
10
0分
の
10
5を
乗

じ
て
得
た
額
に
１
の
表
の
健
康
診
断
の

項
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額

区
分

金
額
（
１
床
１
日
に
つ
き
）

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る

も
の

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の

資
産
の
譲
渡
等
に

係
る
も
の

鳥
取
県
立
中

央
病
院

個
室

甲
8,
00
0円

8,
64
0円

乙
4,
00
0円

4,
32
0円

鳥
取
県
立
厚
生
病

院

個
室

4,
00
0円

4,
32
0円

区
分

金
額
（
１
床
１
日
に
つ
き
）

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る

も
の

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の

資
産
の
譲
渡
等
に

係
る
も
の

鳥
取
県
立
中

央
病
院

個
室

甲
8,
00
0円

8,
40
0円

乙
4,
00
0円

4,
20
0円

鳥
取
県
立
厚
生
病

院

個
室

4,
00
0円

4,
20
0円

区
分

金
額

健
康
保
険
法
第
63
条
第
２

項
第
４
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
64
条
第
２
項
第
４

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

（
以
下
「
選
定
療
養
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所

か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介

が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
立

中
央
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

2,
70
0円

鳥
取
県
立

厚
生
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

1,
62
0円

区
分

金
額

健
康
保
険
法
第
63
条
第
２

項
第
４
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
64
条
第
２
項
第
４

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

（
以
下
「
選
定
療
養
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所

か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介

が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
立

中
央
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

2,
62
5円

鳥
取
県
立

厚
生
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

1,
57
5円

区
分

金
額

選
定
療
養
の
う
ち
企
業
管

理
規
程
で
定
め
る
長
期
の

入
院
に
係
る
も
の

長
期
の
入
院
に
関
し
、
健
康
保
険
法
第

86
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
及
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
76
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る

点
数
に
10
円
80
銭
を
乗
じ
て
得
た
額
に

相
当
す
る
額

区
分

金
額

選
定
療
養
の
う
ち
企
業
管

理
規
程
で
定
め
る
長
期
の

入
院
に
係
る
も
の

長
期
の
入
院
に
関
し
、
健
康
保
険
法
第

86
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
及
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
76
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る

点
数
に
10
円
50
銭
を
乗
じ
て
得
た
額
に

相
当
す
る
額

区
分

金
額

他
の
医
療
機
関
の
患
者
に

対
す
る
助
言

相
談
時
間
１
時
間
に
つ
き
　
10
,8
00
円

区
分

金
額

他
の
医
療
機
関
の
患
者
に

対
す
る
助
言

相
談
時
間
１
時
間
に
つ
き
　
10
,5
00
円

区
分

金
額

生
命
保
険
等
に
係
る
個
別

面
談

１
件
に
つ
き
　
5,
72
4円

死
後
処
置

１
件
に
つ
き
　
4,
32
0円

区
分

金
額

生
命
保
険
等
に
係
る
個
別

面
談

１
件
に
つ
き
　
5,
56
5円

死
後
処
置

１
件
に
つ
き
　
4,
20
0円

区
分

金
額

普
通
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

健
康
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

年
金
障
が
い
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

身
体
障
害
者
手
帳
診
断
書

・
意
見
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

精
神
障
害
者
手
帳
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
後
遺
障
害
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

死
亡
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
26
8円

死
体
検
案
書

１
通
に
つ
き
　
4,
21
2円

変
死
体
検
案
書

１
通
に
つ
き
　
4,
21
2円

生
命
保
険
金
受
領
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
72
4円

通
院
入
院
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

療
養
費
支
払
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
1,
08
0円

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
医
療
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
4,
32
0円

診
療
明
細
書
（
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
医
療
養
担

当
規
則
（
昭
和
32
年
厚
生

省
令
第
15
号
）
第
５
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
領

収
証
の
交
付
に
併
せ
て
同

条
第
２
項
の
当
該
費
用
の

計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
項

目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細

書
と
し
て
交
付
す
る
も
の

を
除
く
。
）

１
通
に
つ
き
　
43
2円

通
院
入
院
証
明
書
、
療
養

費
支
払
証
明
書
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
医
療

証
明
書
及
び
診
療
明
細
書

以
外
の
証
明
書
（
医
師
の

記
載
が
必
要
な
も
の
に
限

る
。
）

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

通
院
入
院
証
明
書
、
療
養

費
支
払
証
明
書
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
医
療

証
明
書
及
び
診
療
明
細
書

以
外
の
証
明
書
（
医
師
の

記
載
が
必
要
な
も
の
を
除

く
。
）

１
通
に
つ
き
　
1,
08
0円

　
略
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議
案
第
４
９
号

　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
44
年
鳥
取
県
条
例
第
35
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
債
務
の
免
除
か
ら
適
用
す
る
。

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下

「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
返

還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
備
考
　
略

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下

「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
返

還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
備
考
　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除

の
範

囲

　
略

保
育

士
等

修
学

資
金

　
県
内
に
お
け

る
保
育
士
及
び

幼
稚
園
教
諭
の

確
保
及
び
質
の

向
上
に
資
す
る

た
め
、
県
内
に

住
所
を
有
す
る

者
の
子
等
の
う

ち
鳥
取
短
期
大

学
に
お
い
て
保

育
士
又
は
幼
稚

園
教
諭
の
資
格

に
必
要
な
教
育

を
受
け
る
者
で
、

経
済
的
理
由
に

よ
り
修
学
が
困

難
な
も
の
に
対

し
て
貸
し
付
け

る
資
金

　
略

　
略

臨
床

研
修

医
研

修
資

金
貸

付
金

　
県
内
に
お
け

る
特
定
診
療
科

の
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、

県
内
で
臨
床
研

修
を
受
け
る
医

師
で
、
当
該
臨

床
研
修
修
了
後

指
定
病
院
等
の

特
定
診
療
科
に

お
い
て
医
師
の

業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

１
　
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
起

算
し
て
６
年
（
災
害
、
疾
病
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
知

事
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
知

事
が
そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）
を

経
過
す
る
ま
で
に
通
算
し
て
３
年

（
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
知
事
が
必
要
と

認
め
た
と
き
は
、
知
事
が
そ
の
都

度
定
め
る
期
間
）
以
上
指
定
病
院

等
の
特
定
診
療
科
に
お
い
て
常
勤

医
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

債
務

の
全

部

　
略

　
略

　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除

の
範

囲

　
略

保
育

士
等

修
学

資
金

　
県
内
に
お
け

る
保
育
士
及
び

幼
稚
園
教
諭
の

確
保
及
び
質
の

向
上
に
資
す
る

た
め
、
県
内
の

高
等
学
校
を
卒

業
し
、
鳥
取
短

期
大
学
に
お
い

て
保
育
士
又
は

幼
稚
園
教
諭
の

資
格
に
必
要
な

教
育
を
受
け
る

者
で
、
経
済
的

理
由
に
よ
り
修

学
が
困
難
な
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

　
略

　
略

臨
床

研
修

医
研

修
資

金
貸

付
金

　
県
内
に
お
け

る
特
定
診
療
科

の
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、

県
内
で
臨
床
研

修
を
受
け
る
医

師
で
、
当
該
臨

床
研
修
修
了
後

指
定
病
院
等
の

特
定
診
療
科
に

お
い
て
医
師
の

業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

１
　
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
災
害
、

疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
知
事
が
必
要
と
認
め
た
と

き
は
、
知
事
が
そ
の
都
度
定
め
る

日
）
ま
で
に
指
定
病
院
等
の
特
定

診
療
科
に
お
い
て
常
勤
医
師
と
し

て
の
業
務
を
開
始
し
、
引
き
続
き

３
年
間
（
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
知
事
が

必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
が

そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）
そ
の
業

務
に
従
事
し
た
と
き
。

債
務

の
全

部

　
略

　
略

　
略

区
分

金
額

健
康
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
64
4円

障
が
い
の
程
度
に
関
す
る

診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
64
4円

す
る
診
断

１
件
に
つ
き
　
43
,2
00
円

人
間
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

脳
ド
ッ
ク

死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
10
,0
44
円

変
死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
18
,1
44
円

　
略

区
分

金
額

健
康
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
51
5円

恩
給
年
金
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
51
5円

人
間
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
42
,0
00
円

脳
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

　
略

死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
9,
76
5円

変
死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
17
,6
40
円

　
略

区
分

金
額

配
偶
者
間
人
工
干

受
精
（
精
子
洗
浄

濃
縮
法
）

遠
心
分
離
法
１
件
に
つ
き
　
4,
86
0円

密
度
勾
配
法
１
件
に
つ
き
　
9,
80
6円

体
外
受
精

採
卵
・
採
精
１
件
に
つ
き
　
50
,7
60
円

顕
微
授
精

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

初
期
胚
培
養
１
件
に
つ
き
　
42
,1
20
円

胚
盤
胞
培
養
１
件
に
つ
き
　
55
,0
80
円

新
鮮
胚
移
植
１
件
に
つ
き
　
34
,5
60
円

受
精
卵
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
43
,2
00
円

凍
結
受
精
卵
融
解
・
移
植

１
件
に
つ
き
　
64
,8
00
円

精
子
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

区
分

金
額

配
偶
者
間
人
工
干

受
精
（
精
子
洗
浄

濃
縮
法
）

遠
心
分
離
法
１
件
に
つ
き
　
4,
72
5円

密
度
勾
配
法
１
件
に
つ
き
　
9,
53
4円

体
外
受
精

採
卵
・
採
精
１
件
に
つ
き
　
49
,3
50
円

顕
微
授
精

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

初
期
胚
培
養
１
件
に
つ
き
　
40
,9
50
円

胚
盤
胞
培
養
１
件
に
つ
き
　
53
,5
50
円

新
鮮
胚
移
植
１
件
に
つ
き
　
33
,6
00
円

受
精
卵
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
42
,0
00
円

凍
結
受
精
卵
融
解
・
移
植

１
件
に
つ
き
　
63
,0
00
円

精
子
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

区
分

金
額

　
略

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

薬
価
が
規
定
さ
れ
て
い
る

薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
薬
剤
料
及
び
注
射
実
施
料
の
合
計
額

に
10
0分
の
10
8を
乗
じ
て
得
た
額
に
１

の
表
の
健
康
診
断
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
額

そ
の
他
の
場
合

使
用
す
る
薬
剤
の
購
入
価
格
（
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
及
び
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
注
射

実
施
料
の
合
計
額
に
10
0分
の
10
8を
乗

じ
て
得
た
額
に
１
の
表
の
健
康
診
断
の

項
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額

区
分

金
額

　
略

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

薬
価
が
規
定
さ
れ
て
い
る

薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
薬
剤
料
及
び
注
射
実
施
料
の
合
計
額

に
10
0分
の
10
5を
乗
じ
て
得
た
額
に
１

の
表
の
健
康
診
断
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
額

そ
の
他
の
場
合

使
用
す
る
薬
剤
の
購
入
価
格
（
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
及
び
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
注
射

実
施
料
の
合
計
額
に
10
0分
の
10
5を
乗

じ
て
得
た
額
に
１
の
表
の
健
康
診
断
の

項
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額

区
分

金
額
（
１
床
１
日
に
つ
き
）

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る

も
の

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の

資
産
の
譲
渡
等
に

係
る
も
の

鳥
取
県
立
中

央
病
院

個
室

甲
8,
00
0円

8,
64
0円

乙
4,
00
0円

4,
32
0円

鳥
取
県
立
厚
生
病

院

個
室

4,
00
0 円

4,
32
0円

区
分

金
額
（
１
床
１
日
に
つ
き
）

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る

も
の

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の

資
産
の
譲
渡
等
に

係
る
も
の

鳥
取
県
立
中

央
病
院

個
室

甲
8,
00
0円

8,
40
0円

乙
4,
00
0円

4,
20
0円

鳥
取
県
立
厚
生
病

院

個
室

4,
00
0円

4,
20
0円

区
分

金
額

健
康
保
険
法
第
63
条
第
２

項
第
４
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
64
条
第
２
項
第
４

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

（
以
下
「
選
定
療
養
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所

か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介

が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
立

中
央
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

2,
70
0円

鳥
取
県
立

厚
生
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

1,
62
0円

区
分

金
額

健
康
保
険
法
第
63
条
第
２

項
第
４
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
64
条
第
２
項
第
４

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

（
以
下
「
選
定
療
養
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所

か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介

が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
立

中
央
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

2,
62
5円

鳥
取
県
立

厚
生
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

1,
57
5円

区
分

金
額

選
定
療
養
の
う
ち
企
業
管

理
規
程
で
定
め
る
長
期
の

入
院
に
係
る
も
の

長
期
の
入
院
に
関
し
、
健
康
保
険
法
第

86
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
及
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
76
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る

点
数
に
10
円
80
銭
を
乗
じ
て
得
た
額
に

相
当
す
る
額

区
分

金
額

選
定
療
養
の
う
ち
企
業
管

理
規
程
で
定
め
る
長
期
の

入
院
に
係
る
も
の

長
期
の
入
院
に
関
し
、
健
康
保
険
法
第

86
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
及
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
76
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る

点
数
に
10
円
50
銭
を
乗
じ
て
得
た
額
に

相
当
す
る
額

区
分

金
額

他
の
医
療
機
関
の
患
者
に

対
す
る
助
言

相
談
時
間
１
時
間
に
つ
き
　
10
,8
00
円

区
分

金
額

他
の
医
療
機
関
の
患
者
に

対
す
る
助
言

相
談
時
間
１
時
間
に
つ
き
　
10
,5
00
円

区
分

金
額

生
命
保
険
等
に
係
る
個
別

面
談

１
件
に
つ
き
　
5,
72
4円

死
後
処
置

１
件
に
つ
き
　
4,
32
0円

区
分

金
額

生
命
保
険
等
に
係
る
個
別

面
談

１
件
に
つ
き
　
5,
56
5円

死
後
処
置

１
件
に
つ
き
　
4,
20
0円

区
分

金
額

普
通
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

健
康
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

年
金
障
が
い
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

身
体
障
害
者
手
帳
診
断
書

・
意
見
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

精
神
障
害
者
手
帳
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
後
遺
障
害
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

死
亡
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
26
8円

死
体
検
案
書

１
通
に
つ
き
　
4,
21
2円

変
死
体
検
案
書

１
通
に
つ
き
　
4,
21
2円

生
命
保
険
金
受
領
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
72
4円

通
院
入
院
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

療
養
費
支
払
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
1,
08
0円

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
医
療
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
4,
32
0円

診
療
明
細
書
（
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
医
療
養
担

当
規
則
（
昭
和
32
年
厚
生

省
令
第
15
号
）
第
５
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
領

収
証
の
交
付
に
併
せ
て
同

条
第
２
項
の
当
該
費
用
の

計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
項

目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細

書
と
し
て
交
付
す
る
も
の

を
除
く
。
）

１
通
に
つ
き
　
43
2円

通
院
入
院
証
明
書
、
療
養

費
支
払
証
明
書
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
医
療

証
明
書
及
び
診
療
明
細
書

以
外
の
証
明
書
（
医
師
の

記
載
が
必
要
な
も
の
に
限

る
。
）

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

通
院
入
院
証
明
書
、
療
養

費
支
払
証
明
書
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
医
療

証
明
書
及
び
診
療
明
細
書

以
外
の
証
明
書
（
医
師
の

記
載
が
必
要
な
も
の
を
除

く
。
）

１
通
に
つ
き
　
1,
08
0円

　
略
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議
案
第
４
９
号

　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
44
年
鳥
取
県
条
例
第
35
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
貸
付
金
の
返
還
に
係
る
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
債
務
の
免
除
か
ら
適
用
す
る
。

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下

「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
返

還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
備
考
　
略

　
知
事
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下

「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
が
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
条
件
に
適
合
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
免
除
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
返

還
に
係
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
備
考
　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除

の
範

囲

　
略

保
育

士
等

修
学

資
金

　
県
内
に
お
け

る
保
育
士
及
び

幼
稚
園
教
諭
の

確
保
及
び
質
の

向
上
に
資
す
る

た
め
、
県
内
に

住
所
を
有
す
る

者
の
子
等
の
う

ち
鳥
取
短
期
大

学
に
お
い
て
保

育
士
又
は
幼
稚

園
教
諭
の
資
格

に
必
要
な
教
育

を
受
け
る
者
で
、

経
済
的
理
由
に

よ
り
修
学
が
困

難
な
も
の
に
対

し
て
貸
し
付
け

る
資
金

　
略

　
略

臨
床

研
修

医
研

修
資

金
貸

付
金

　
県
内
に
お
け

る
特
定
診
療
科

の
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、

県
内
で
臨
床
研

修
を
受
け
る
医

師
で
、
当
該
臨

床
研
修
修
了
後

指
定
病
院
等
の

特
定
診
療
科
に

お
い
て
医
師
の

業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

１
　
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
起

算
し
て
６
年
（
災
害
、
疾
病
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
知

事
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
知

事
が
そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）
を

経
過
す
る
ま
で
に
通
算
し
て
３
年

（
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
知
事
が
必
要
と

認
め
た
と
き
は
、
知
事
が
そ
の
都

度
定
め
る
期
間
）
以
上
指
定
病
院

等
の
特
定
診
療
科
に
お
い
て
常
勤

医
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
た

と
き
。

債
務

の
全

部

　
略

　
略

　
略

貸
付
金
の
種
類

免
除
の
条
件

免
除

の
範

囲

　
略

保
育

士
等

修
学

資
金

　
県
内
に
お
け

る
保
育
士
及
び

幼
稚
園
教
諭
の

確
保
及
び
質
の

向
上
に
資
す
る

た
め
、
県
内
の

高
等
学
校
を
卒

業
し
、
鳥
取
短

期
大
学
に
お
い

て
保
育
士
又
は

幼
稚
園
教
諭
の

資
格
に
必
要
な

教
育
を
受
け
る

者
で
、
経
済
的

理
由
に
よ
り
修

学
が
困
難
な
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

　
略

　
略

臨
床

研
修

医
研

修
資

金
貸

付
金

　
県
内
に
お
け

る
特
定
診
療
科

の
医
師
の
確
保

を
図
る
た
め
、

県
内
で
臨
床
研

修
を
受
け
る
医

師
で
、
当
該
臨

床
研
修
修
了
後

指
定
病
院
等
の

特
定
診
療
科
に

お
い
て
医
師
の

業
務
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
貸

し
付
け
る
資
金

１
　
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
災
害
、

疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
知
事
が
必
要
と
認
め
た
と

き
は
、
知
事
が
そ
の
都
度
定
め
る

日
）
ま
で
に
指
定
病
院
等
の
特
定

診
療
科
に
お
い
て
常
勤
医
師
と
し

て
の
業
務
を
開
始
し
、
引
き
続
き

３
年
間
（
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
知
事
が

必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
が

そ
の
都
度
定
め
る
期
間
）
そ
の
業

務
に
従
事
し
た
と
き
。

債
務

の
全

部

　
略

　
略

　
略

区
分

金
額

健
康
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
64
4円

障
が
い
の
程
度
に
関
す
る

診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
64
4円

す
る
診
断

１
件
に
つ
き
　
43
,2
00
円

人
間
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

脳
ド
ッ
ク

死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
10
,0
44
円

変
死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
18
,1
44
円

　
略

区
分

金
額

健
康
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
51
5円

恩
給
年
金
診
断

１
件
に
つ
き
　
4,
51
5円

人
間
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
42
,0
00
円

脳
ド
ッ
ク

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

　
略

死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
9,
76
5円

変
死
体
検
案

１
件
に
つ
き
　
17
,6
40
円

　
略

区
分

金
額

配
偶
者
間
人
工
干

受
精
（
精
子
洗
浄

濃
縮
法
）

遠
心
分
離
法
１
件
に
つ
き
　
4,
86
0円

密
度
勾
配
法
１
件
に
つ
き
　
9,
80
6円

体
外
受
精

採
卵
・
採
精
１
件
に
つ
き
　
50
,7
60
円

顕
微
授
精

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

初
期
胚
培
養
１
件
に
つ
き
　
42
,1
20
円

胚
盤
胞
培
養
１
件
に
つ
き
　
55
,0
80
円

新
鮮
胚
移
植
１
件
に
つ
き
　
34
,5
60
円

受
精
卵
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
43
,2
00
円

凍
結
受
精
卵
融
解
・
移
植

１
件
に
つ
き
　
64
,8
00
円

精
子
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
37
,8
00
円

区
分

金
額

配
偶
者
間
人
工
干

受
精
（
精
子
洗
浄

濃
縮
法
）

遠
心
分
離
法
１
件
に
つ
き
　
4,
72
5円

密
度
勾
配
法
１
件
に
つ
き
　
9,
53
4円

体
外
受
精

採
卵
・
採
精
１
件
に
つ
き
　
49
,3
50
円

顕
微
授
精

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

初
期
胚
培
養
１
件
に
つ
き
　
40
,9
50
円

胚
盤
胞
培
養
１
件
に
つ
き
　
53
,5
50
円

新
鮮
胚
移
植
１
件
に
つ
き
　
33
,6
00
円

受
精
卵
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
42
,0
00
円

凍
結
受
精
卵
融
解
・
移
植

１
件
に
つ
き
　
63
,0
00
円

精
子
凍
結
保
存

１
件
に
つ
き
　
36
,7
50
円

区
分

金
額

　
略

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

薬
価
が
規
定
さ
れ
て
い
る

薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
薬
剤
料
及
び
注
射
実
施
料
の
合
計
額

に
10
0分
の
10
8を
乗
じ
て
得
た
額
に
１

の
表
の
健
康
診
断
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
額

そ
の
他
の
場
合

使
用
す
る
薬
剤
の
購
入
価
格
（
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
及
び
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
注
射

実
施
料
の
合
計
額
に
10
0分
の
10
8を
乗

じ
て
得
た
額
に
１
の
表
の
健
康
診
断
の

項
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額

区
分

金
額

　
略

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

薬
価
が
規
定
さ
れ
て
い
る

薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
薬
剤
料
及
び
注
射
実
施
料
の
合
計
額

に
10
0分
の
10
5を
乗
じ
て
得
た
額
に
１

の
表
の
健
康
診
断
の
項
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
額

そ
の
他
の
場
合

使
用
す
る
薬
剤
の
購
入
価
格
（
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
及
び
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
注
射

実
施
料
の
合
計
額
に
10
0分
の
10
5を
乗

じ
て
得
た
額
に
１
の
表
の
健
康
診
断
の

項
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額

区
分

金
額
（
１
床
１
日
に
つ
き
）

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る

も
の

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の

資
産
の
譲
渡
等
に

係
る
も
の

鳥
取
県
立
中

央
病
院

個
室

甲
8,
00
0円

8,
64
0円

乙
4,
00
0円

4,
32
0円

鳥
取
県
立
厚
生
病

院

個
室

4,
00
0円

4,
32
0円

区
分

金
額
（
１
床
１
日
に
つ
き
）

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る

も
の

非
課
税
と
さ
れ
る

助
産
に
係
る
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の

資
産
の
譲
渡
等
に

係
る
も
の

鳥
取
県
立
中

央
病
院

個
室

甲
8,
00
0円

8,
40
0円

乙
4,
00
0円

4,
20
0円

鳥
取
県
立
厚
生
病

院

個
室

4,
00
0円

4,
20
0円

区
分

金
額

健
康
保
険
法
第
63
条
第
２

項
第
４
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
64
条
第
２
項
第
４

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

（
以
下
「
選
定
療
養
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所

か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介

が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
立

中
央
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

2,
70
0円

鳥
取
県
立

厚
生
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

1,
62
0円

区
分

金
額

健
康
保
険
法
第
63
条
第
２

項
第
４
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
64
条
第
２
項
第
４

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

（
以
下
「
選
定
療
養
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
初
診

（
他
の
病
院
又
は
診
療
所

か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介

が
あ
る
場
合
及
び
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も

の
を
除
く
。
）

鳥
取
県
立

中
央
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

2,
62
5円

鳥
取
県
立

厚
生
病
院

初
診
料
算
定
１
回
に
つ
き
　

1,
57
5円

区
分

金
額

選
定
療
養
の
う
ち
企
業
管

理
規
程
で
定
め
る
長
期
の

入
院
に
係
る
も
の

長
期
の
入
院
に
関
し
、
健
康
保
険
法
第

86
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
及
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
76
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る

点
数
に
10
円
80
銭
を
乗
じ
て
得
た
額
に

相
当
す
る
額

区
分

金
額

選
定
療
養
の
う
ち
企
業
管

理
規
程
で
定
め
る
長
期
の

入
院
に
係
る
も
の

長
期
の
入
院
に
関
し
、
健
康
保
険
法
第

86
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
及
び
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
76
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る

点
数
に
10
円
50
銭
を
乗
じ
て
得
た
額
に

相
当
す
る
額

区
分

金
額

他
の
医
療
機
関
の
患
者
に

対
す
る
助
言

相
談
時
間
１
時
間
に
つ
き
　
10
,8
00
円

区
分

金
額

他
の
医
療
機
関
の
患
者
に

対
す
る
助
言

相
談
時
間
１
時
間
に
つ
き
　
10
,5
00
円

区
分

金
額

生
命
保
険
等
に
係
る
個
別

面
談

１
件
に
つ
き
　
5,
72
4円

死
後
処
置

１
件
に
つ
き
　
4,
32
0円

区
分

金
額

生
命
保
険
等
に
係
る
個
別

面
談

１
件
に
つ
き
　
5,
56
5円

死
後
処
置

１
件
に
つ
き
　
4,
20
0円

区
分

金
額

普
通
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

健
康
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

年
金
障
が
い
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

身
体
障
害
者
手
帳
診
断
書

・
意
見
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

精
神
障
害
者
手
帳
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
後
遺
障
害
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
40
0円

死
亡
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
2,
26
8円

死
体
検
案
書

１
通
に
つ
き
　
4,
21
2円

変
死
体
検
案
書

１
通
に
つ
き
　
4,
21
2円

生
命
保
険
金
受
領
診
断
書

１
通
に
つ
き
　
5,
72
4円

通
院
入
院
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

療
養
費
支
払
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
1,
08
0円

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
医
療
証
明
書

１
通
に
つ
き
　
4,
32
0円

診
療
明
細
書
（
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
医
療
養
担

当
規
則
（
昭
和
32
年
厚
生

省
令
第
15
号
）
第
５
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
領

収
証
の
交
付
に
併
せ
て
同

条
第
２
項
の
当
該
費
用
の

計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
項

目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細

書
と
し
て
交
付
す
る
も
の

を
除
く
。
）

１
通
に
つ
き
　
43
2円

通
院
入
院
証
明
書
、
療
養

費
支
払
証
明
書
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
医
療

証
明
書
及
び
診
療
明
細
書

以
外
の
証
明
書
（
医
師
の

記
載
が
必
要
な
も
の
に
限

る
。
）

１
通
に
つ
き
　
2,
05
2円

通
院
入
院
証
明
書
、
療
養

費
支
払
証
明
書
、
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
医
療

証
明
書
及
び
診
療
明
細
書

以
外
の
証
明
書
（
医
師
の

記
載
が
必
要
な
も
の
を
除

く
。
）

１
通
に
つ
き
　
1,
08
0円

　
略


